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１．令和４年経済産業省企業活動基本調査の実施状況（１／２）

 令和４年調査の実施（令和4年5月中旬～6月下旬）後、委託業者による疑義照会の過程で、報告
者（企業）からの指摘を契機として、調査票における指示内容が適切ではなかったために、調査
が必要な事項において回答が得られていない可能性を認識

（令和４年調査の調査票）

令和４年調査において
国際取引の有無に関する設問を新設

※ 「７」の調査項目は「事業の外部委託の状況」

「国際取引はなかった⇒７へ」と記載していた
ため、国際取引がない場合には、
（２）売上高の取引状況
（３）仕入高（モノ）の取引状況
に回答しなくともよい表記となっていた。

しかし本来は、国際取引の有無によらず、
「売上高（0601）」及び「仕入高（0609）」
については、記入（回答）を得る必要があっ
た。

なお、電子調査票においては、指示どおり設
問７に進むとエラーメッセージが表示される設
定となっていたが、委託業者からその点報告
された時点では、エラー解消の処理を指導し
ていた。



 「国際取引はなかった」と回答した企業のうち、「0601B」「0609A」「0609B」につ
いて回答が得られていない可能性がある報告者（前年調査で報告があった企業、該当取引
があると想定される企業等）に対して、委託業者からの架電により確認

 回答が得られていない可能性がある企業への架電及び確認は２月中旬までに全て終了
 令和５年６月末（確報公表）において、本件の内容と対応状況についてHP等でユーザに説明予定

（令和５年１月30日に公表した速報版では、「６取引状況」の調査項目に関する結果は公表対象外）

１．令和４年経済産業省企業活動基本調査の実施状況（２／２）

リカバリー状況

0601B0601A※ 0609A 0609B
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※ 0601Aについては、他の調査事項により補完可能
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２．令和５年調査における対応案、令和６年以降の調査に向けた対応案

変更後（令和５年調査）変更前（令和４年調査）

追加
削除

 令和５年調査の準備業務では、電子調査票の修正に制約（大幅な見直しは困難）があるため、
現行の調査票の設計を前提に、回答に当たっての誘導を正す修正を実施

 令和６年以降の調査に向けては、令和５年調査における回答状況も踏まえ、当該設問の在り
方等について検討し、調査票の見直しを行う予定


